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各社会福祉施設長 殿 

 

東京都福祉局生活福祉部長    

 新内 康丈  

                                （公印省略） 

 

令和６年度社会福祉事業従事者人権研修【Ⅰ】の実施について 

 

 時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

このことについて、下記のとおり実施いたしますので、貴所属職員の受講者の推薦について御配慮願

います。 

 

記 

 

１ 目的 

人権についての正しい理解と認識を深めることにより、業務の遂行に資する。 

 

２ 対象者及び定員 

（１）対象者 

都内で社会福祉事業に従事する者のうち、平成３０年度以降に人権問題に関する研修の受講経験

のない者  

（２）定員 

各回４００名 

 

３ 日時及び開催形態 

（１）日時 

第１回 令和６年８月２８日（水曜日）午後１時２０分から午後４時２０分まで 

第２回 令和６年９月３日 （火曜日）午後１時２０分から午後４時２０分まで 

第３回 令和６年９月１１日（水曜日）午後１時２０分から午後４時２０分まで 

（２）開催形態 

上記の時間帯でＹｏｕＴｕｂｅによるオンライン配信を行うとともに、第３回アンケート提出〆切

後、令和６年９月２４日（火曜日）までアーカイブ配信を行います。 

 

４ 研修内容 

別紙１「社会福祉事業従事者人権研修【Ⅰ】カリキュラム」のとおり（各回とも同内容） 

 

 



５ 受講者の推薦 

東京都共同電子申請・届出サービスから申込を受け付けます。 

（１）申込方法について 

   ①インターネットで検索 

  以下のＵＲＬより検索ください 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/juujishamukekenshuu/ju

ujisya-jinkenkensyu.html 

 

②申込 URL                             

    https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11016079 

 

  ③スマートフォン用 QR コード 

 

   

   

（２）申込〆切日 各日とも午後５時００分まで受付 

第１回 ： 令和６年８月１６日（金曜日） 

第２回 ： 令和６年８月２１日（水曜日） 

第３回 ： 令和６年８月２８日（水曜日）  

 

６ 受講者の決定 

（１）受付終了後、申込者数が定員を超えた場合は、調整の上、受講者を決定します。先着順ではあり

ません。受講の可否については、〆切後約１週間を目処に申込アドレスに御連絡をします。 

（２）受講確定者には、開催１週間前を目処に詳細案内をメールにて送付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

東京都福祉局生活福祉部地域福祉課 

福祉人材対策担当 吉田・盛一（もりいち） 

電話（直通）（０３）５３２０－４０４９ 

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/juujishamukekenshuu/juujisya-jinkenkensyu.html
https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kiban/fukushijinzai/teichakuikusei/juujishamukekenshuu/juujisya-jinkenkensyu.html
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/navi/procInfo.do?govCode=13000&procCode=11016079

